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○ オンライン資格確認の基盤を活用した電子処方箋のサーバーを設置する。

○ 医療機関は電子処方箋を登録する。

○ 薬局において、患者の本人確認を行い、電子処方箋のサーバーから当該患者の電子処方箋を取得する。

○ 薬局は調剤情報を電子処方箋サーバーに登録する。

※ 電子処方箋の情報を活用し、処方情報・調剤情報を他の医療機関・薬局で閲覧することを可能とする仕組みを構築する。
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○ 医療機関と薬局の間での情報の連携に貢献する（疑義照会や調剤情報の確認等の負担の軽減）。

○ 薬局における処方箋記載情報の入力の負担を軽減する。

○ 薬局が紙ベースの処方箋原本を受けとる必要がないことから、処方箋発行後すみやかに、オンライン服薬指導を行い、薬
局から患者宅に薬を送付することが可能になる。

○ 処方情報・調剤情報を医療機関・薬局間で共有することにより、不要な重複投薬の削減につながる。

仕組みの概要

想定しているメリット

オンライン資格確認の基盤を活用した電子処方箋の運用と処方情報・調剤情報の活用
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調剤情報が閲覧可能
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